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平
成　

年
度
の
固
定
資
産
税
・
都
市
計

２６

画
税
の
納
税
通
知
書
を
５
月
１
日
（
木
）

に
発
送
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
（
一

部
を
除
く
）
で
の
納
付
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
た
め
、
納
付
書
を
つ
づ
ら
ず
に
送
付

し
て
い
ま
す
。
紛
失
や
、
納
付
の
順
番
間

違
い
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

怯
納
税
義
務
者

　

平
成　

年
度
分
の
固
定
資
産
税
・
都
市

２６

計
画
税
の
納
税
義
務
者
は
、
平
成　

年
１

２６

月
１
日
現
在
、
市
内
に
土
地
・
家
屋
・
償

却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
で
す
。

怯
税
額
の
求
め
方

　

課
税
標
準
額（
固
定
資
産
の
価
格
な
ど
）

蓋
税
率

※
税
率
は
、
固
定
資
産
税
が　

％
、
都
市

１.４

計
画
税
が
０
・　

％
２７

で
す
。

怯
住
宅
用
地
の
特
例

措
置

　

平
成　

年
１
月
１

２６

日
現
在
、
居
住
用
の

家
屋
が
建
っ
て
い
る

土
地
（
住
宅
用
地
）

に
は
、
課
税
標
準
額

が
軽
減
さ
れ
る
特
例

措
置
が
と
ら
れ
て
い

ま
す
（
表
１
）。

※
住
宅
を
取
り
壊
し
て
、
さ
ら
地
や
駐
車

場
に
し
た
場
合
は
、
軽
減
が
受
け
ら
れ
な

く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
平
成　

年
１
月
１

２６

日
を
挟
ん
で
住
宅
の
建
て
替
え
を
行
っ
た

際
も
、
軽
減
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

怯
路
線
価
の
公
開

　

市
で
は
、
固
定
資
産
税
路
線
価
を
無
料

で
公
開
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ　

税
務
課
（
市
役
所
２
階
）

怯
土
地
の
負
担
調
整
措
置

　

土
地
の
評
価
額
が
変
わ
ら
な
く
て
も
税

額
が
上
が
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
地
方
税
法
に
基
づ
く
負
担
調
整
措
置

と
い
う
制
度
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

制
度
の
改
正
に
よ
り
、
平
成　

年
度
か

２６

ら
、
住
宅
用
地
と
市
街
化
区
域
農
地
に
つ

い
て
は
、
税
額
の
計
算
方
法
が
一
部
変
更

と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
税

額
が
昨
年
度
と
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
、
納
税
通
知
書
に
同
封
の

お
知
ら
せ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

怯
道
路
に
使
用
さ
れ
て
い
る
土
地
の
固
定

資
産
税
非
課
税
申
告

　

所
有
す
る
土
地
の
一
部
が
、
分
筆
し
な

い
ま
ま
公
衆
用
道
路
と
し
て
使
用
さ
れ
て

い
る
場
合
は
、

道
路
面
積
の
わ

か
る
測
量
図
面

を
添
え
て
、
申

告
し
て
く
だ
さ

い
。
所
定
の
要

件
を
満
た
し
て

い
る
場
合
、
翌

年
度
か
ら
固
定

資
産
税
・
都
市
計
画
税
が
非
課
税
に
な
り

ま
す
（
図
１
）。

怯
新
築
住
宅
等
の
減
額
措
置

　

新
築
住
宅
の
う
ち
、
一
定
の
要
件
を
満

た
す
住
宅
の
固
定
資
産
税
を
、
一
定
期
間

減
額
し
ま
す
。
ま
た
、
認
定
長
期
優
良
住

宅
を
新
築
し
た
場
合
は
、
申
告
に
よ
り
、

減
額
さ
れ
る
期
間
が
よ
り
長
く
な
り
ま
す

（
表
２
）。

怯
耐
震
・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
・
省
エ
ネ
改
修

を
行
っ
た
住
宅
の
固
定
資
産
税
を
減
額

　

減
額
措
置
を
受
け
る
に
は
、
原
則
と
し

て
改
修
工
事
完
了
後
、
３
か
月
以
内
の
申

請
が
必
要
で
す
。
要
件
や
提
出
書
類
な

ど
、詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

怯
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
代
替
の
土
地

や
家
屋
を
取
得
し
た
方
へ

▽
土
地

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
住
宅
が
滅

失
・
損
壊
し
、
そ
の
住
宅
の
敷
地
に
代
わ

る
土
地
を
取
得
し
た
と
き
は
、
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
の
軽
減
の
特
例
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原
子
力
発

電
所
の
事
故
に
よ
り
、
居
住
困
難
区
域
に

指
定
さ
れ
た
区
域
内
に
あ
っ
た
住
宅
用
地

に
代
わ
る
土
地
を
取
得
し
た
場
合
も
同
様

で
す
。

▽
家
屋

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
滅
失
・
損
壊

し
た
家
屋
に
代
わ
る
家
屋
を
取
得
し
た
と

き
は
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
減

額
の
特
例
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原
子

力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
、
居
住
困
難
区

域
に
指
定
さ
れ
た
区
域
内
に
あ
っ
た
家
屋

に
代
わ
る
家
屋
を
取
得
し
た
場
合
も
同
様

で
す
。
要
件
や
提
出
書
類
な
ど
、詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

怯
償
却
資
産

　

会
社
や
個
人
で
工
場
や
商
店
な
ど
を
経

営
し
て
い
る
人
は
、
そ
の
事
業
の
た
め
に

用
い
る
機
械
や
設
備
な
ど
の
資
産
の
所
有

状
況
を
申
告
す
る
よ
う
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
事
業
用
資
産
は
償
却

資
産
と
呼
ば
れ
、
土
地
、
家
屋
と
と
も
に

固
定
資
産
税
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

税
務
課
土
地
評
価
担
当
緯　
０４２

（
３
４
６
）９
５
２
４
、
家
屋
評
価
担
当
緯

　

（
３
４
６
）
９
５
２
５
、
庶
務
担
当

０４２（
償
却
資
産
）
緯　
（
３
４
６
）９
５
２
１

０４２

　

小
平
市
介
護
保
険
運
営
協
議
会
の
委
員

　

人
が
、左
表
の
と
お
り
決
ま
り
ま
し
た
。

１５
　

介
護
保
険
運
営
協
議
会
委
員
は
、
介
護

保
険
の
円
滑
な
運
営
お
よ
び
推
進
を
図
る

た
め
、
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保

険
事
業
計
画
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
、
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
関
す
る

こ
と
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
指
定
に

関
す
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、
検
討
を
行

い
ま
す
。

　

任
期
は
５
月　

日
か
ら
平
成　

年
３
月

２１

２８

　

日
ま
で
で
す
。

３１

問
合
せ　

介
護
福
祉
課
緯　

（
３
４
６
）

０４２

９
８
２
３

 　

緑
の
保
護
と
緑
化
の
推
進
を
市
民
の
視

点
か
ら
幅
広
く
検
討
し
て
い
た
だ
く
た
め

緑
化
推
進
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

応
募
資
格　

１
年
以
上
市
内
に
在
住
・
在

勤
・
在
学
し
て
い
る
方

※
他
の
審
議
会
な
ど
の
公
募
委
員
は
、
応

募
で
き
ま
せ
ん
。

募
集
人
数　

６
人

内　

容　

緑
の
保
全
な
ど
の
検
討
（
年
４

回
程
度
）

小
平
市
緑
化
推
進
委
員
を

募

集

任　

期　

７
月
〜
平

成　

年
３
月

２８
謝　

礼　

１
万
２
千

円
（
日
額
）

申
込
み　

６
月
６
日

（
金
）
ま
で
（
必
着
）

に
、
Ａ
４
版
用
紙

（
縦
横
自
由
）に「
公

共
施
設
の
緑
に
つ
い

て
の
わ
た
し
の
考

え
」
を
テ
ー
マ
に
し

た
作
文
（
８
百
字
程

度
）
に
、
住
所
、
氏

名
、
年
齢
、
性
別
、
電
話
番
号
を
記
入
の

う
え
、
問
合
せ
先
へ
（
送
付
、
電
子
メ
ー

ル
可
）。

※
選
考
結
果
は
応
募
者
全
員
に
通
知
し
ま

す
。な
お
、応
募
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

問
合
せ　

水
と
緑
と
公
園
課
（
〒　

們
８

１８７

７
０
１　

小
平
市
役
所
）
緯　
（
３
４
６
）

０４２

９
８
３
０
、
死koen@

city.kodair
a.lg.jp

　

市
議
会
３
月
定
例
会
で
、
５
月　

日
を

２０

も
っ
て
任
期
満
了
と
な
る
舛
川
博
昭
氏
に

対
し
、
監
査
委
員
（
識
見
を
有
す
る
者
）

に
選
任
す
る
同
意
の
議
決
が
あ
り
、
引
き

続
き
就
任
さ
れ
ま
す
。

　

同
氏
は
、
平
成　

年
５
月
か
ら
監
査
委

１８

員
を
務
め
ら
れ
、
今
回
の
就
任
で
３
期
目

に
な
り
ま
す
。

〈
監
査
事
務
局
〉

 　

肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
・
生
徒
の
医

療
的
ケ
ア
（
吸
引
、
経
管
栄
養
お
よ
び
酸

素
管
理
な
ど
）
を
実
施
す
る
非
常
勤
看
護

師
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

勤
務
日　

週
３
日
・
４
日
の
勤
務
で
１
日

監
査
委
員
に
舛
川
博
昭
氏
を
再
任

非
常
勤
看
護
師
募
集

都
立
小
平
特
別
支
援
学
校

６
時
間
程
度

問
合
せ　

都
立
小
平
特
別
支
援
学
校
緯　
０４２

（
３
４
２
）
１
６
７
１

 
勤
務
内
容　

市
立
小
学
校
に
併
設
し
て
い

る
学
童
ク
ラ
ブ
で
の
指
導
員
の
補
助
、
お

よ
び
小
学
校
低
学
年
児
童
の
保
育

勤
務
期
間　

６
月
２
日
（
月
）
〜
８
月　
３０

日
（
土
）

※
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

勤
務
時
間　

平
日
（
６
月
２
日
（
月
）
〜

７
月　

日
（
金
））
…
▽
午
後
１
時
〜
６
時

１８

平
日（
７
月　

日（
火
）〜
８
月　

日（
金
））

２２

２９

…
▽
午
前
８
時　

分
〜
午
後
１
時　

分　

１５

１５

▽
午
後
１
時
〜
６
時

土
曜
日
…
▽
午
前
８
時　

分
〜
午
後
１
時

３０

　

分　

▽
午
後
１
時
〜
６
時

３０応
募
資
格　
　

歳
以
上（
高
校
生
を
除
く
）

１８

の
健
康
で
、
障
が
い
児
な
ど
に
理
解
の
あ

る
方

募
集
人
数　
　

人
程
度

３０

賃　

金　

時
給
１
千　

円
１０

申
込
み　

履
歴
書（
写
真
を
貼
っ
た
も
の
）

を
問
合
せ
先
へ
本
人
が
持
参

※
採
用
後
、
事
前
説
明
会
を
行
い
ま
す
。

問
合
せ　

児
童
課
緯　

（
３
４
６
）
９
５

０４２

４
３ 臨

時
職
員
を
募
集

学
童
ク
ラ
ブ

 　

そ
れ
ぞ
れ
傍
聴
で
き
ま
す
。

怯
第
１
回　

青
少
年
セ
ン
タ
ー
運
営
等
協

議
会

と　

き　

５
月　

日
（
金
）　

午
後
２
時

１６

〜
４
時

と
こ
ろ　

小
平
元
気
村
お
が
わ
東
２
階
第

二
会
議
室

定　

員　
　

人
１０

申
込
み　

当
日
、
会
場
へ
（
先
着
順
）

問
合
せ　

青
少
年
男
女
平
等
課
緯　

（
３

０４２

４
６
）
９
６
１
８

怯
第
１
回　

住
居
表
示
整
備
審
議
会

と　

き　

５
月　

日
（
月
）　

午
後
２
時

１９

〜
４
時
（
予
定
）

と
こ
ろ　

市
役
所
３
階
庁
議
室

定　

員　
　

人
１０

申
込
み　

当
日
、
会
場
へ
（
申
込
み
多
数

の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ　

市
民
課
緯　

（
３
４
６
）
９
５

０４２

２
０

怯
５
月　

教
育
委
員
会
定
例
会

と　

き　

５
月　

日
（
月
）　

午
後
２
時

１９

か
ら

と
こ
ろ　

市
役
所
５
階
５
０
５
会
議
室

審
議
会
な
ど
の
日

審
議
会
な
ど
の
日
程程

定　

員　
　

人
２０

申
込
み　

当
日
、
午
後
１
時　

分
か
ら
、

４０

問
合
せ
先
で
受
付
（
先
着
順
）

問
合
せ　

教
育
庶
務
課
緯　

（
３
４
６
）

０４２

９
５
６
８

怯
第
１
回　

小
平
市
障
が
い
者
福
祉
計

画
・
第
四
期
障
害
福
祉
計
画
検
討
委
員
会

と　

き　

５
月　

日
（
月
）　

午
後
２
時

１９

〜
４
時

と
こ
ろ　

健
康
セ
ン
タ
ー
４
階
視
聴
覚
室

定　

員　
　

人
２０

申
込
み　

当
日
、
午
後
１
時　

分
か
ら
、

３０

問
合
せ
先
で
受
付
（
先
着
順
）

問
合
せ　

障
害
者
福
祉
課
緯　
（
３
４
６
）

０４２

９
５
４
０

怯
第
２
回　

公
民
館
運
営
審
議
会

と　

き　

５
月　

日
（
火
）　

午
後
２
時

２０

か
ら

と
こ
ろ　

中
央
公
民
館
会
議
室

定　

員　

５
人

申
込
み　

当
日
、
午
後
１
時　

分
か
ら
、

５０

会
場
で
受
付
（
申
込
み
多
数
の
場
合
は
抽

選
）

問
合
せ　

中
央
公
民
館
緯　

（
３
４
１
）

０４２

０
８
６
１

怯
第
１
回　

介
護
保
険
運
営
協
議
会

と　

き　

５
月　

日
（
水
）　

午
後
３
時

２１

か
ら

と
こ
ろ　

健
康
セ
ン
タ
ー
４
階
視
聴
覚
室

定　

員　
　

人
１０

申
込
み　

当
日
、午
後
２
時　

分
か
ら
、会

５０

場
で
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表１　住宅用地特例率
都市計画税固定資産税区　分

３分の１６分の１小規模住宅用地（住宅１戸
につき２００釈まで）

３分の２３分の１一般住宅用地（住宅用地で
２００釈を超える部分）

表２　新築住宅等の減額措置
要　　　件

新築された
認定長期優良住宅新築住宅

左の住宅のうち、建築
指導事務所から長期優
良住宅建築等計画の認
定を受けて新築された
住宅

専用住宅、居住部分の
割合が２分の１以上の
併用住宅、一戸建以外
の貸家住宅

住宅の種類

５０釈（一戸建以外の貸家住宅にあっては４０釈）
以上２８０釈以下

居住部分の
床面積

住宅として用いられる部分の床面積が１２０釈ま
でのものはその全部、１２０釈を超えるものは
１２０釈分に相当する部分

減額される
範囲

煙一般住宅（下記以外
の住宅）…新築後５
年度分
煙３階建以上の耐火構
造および準耐火構造
住宅…新築後７年度
分

煙一般住宅（下記以外
の住宅）…新築後３
年度分
煙３階建以上の耐火構
造および準耐火構造
住宅…新築後５年度
分

減額される
期間

家屋にかかる固定資産税額が２分の１減額減額される
割合
※認定長期優良住宅に対する減額措置を受けるためには、新築し
た年の翌年の１月３１日までに申告書などを市役所へ提出する必
要があります。

※平成２２年１月２日〜平成２３年１月１日に新築された一般住宅、
平成２０年１月２日〜平成２１年１月１日に新築された３階建以上
の耐火構造および準耐火構造住宅は、平成２６年度から減額の適
用がなくなり全額課税となります。

小
平
市
介
護
保
険

介護保険運営協議会委員
所属・分野氏　名

小平市医師会小澤　尚
居宅介護サービス事業者加藤　希
小平市社会福祉協議会金子　恵一
公募市民木村　源一
公募市民黒澤　桃枝
東京都小平市歯科医師会佐藤　正孝
公募市民篠原　法子
居宅介護支援事業者清水　太郎
小平市民生委員児童委員協
議会下村　咲子

施設介護サービス事業者高橋　真奈美
公募市民棚井　俊雄
公募市民中島　千恵
公募市民野崎　紘一
小平市薬剤師会馬場　孝道
学識経験者山路　憲夫

※５０音順、敬称略。
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